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◎飾区かつしかエコライフプラザの設置目的 

飾区かつしかエコライフプラザ（以下「エコライフプラザ」と表記します。）は、ご

みの減量及び環境の保全を推進する行動に関する学習・実践及び活動の場を提供し、区

民一人ひとりがエコライフ(＝環境に対する負荷を低減することを意識した生活様式）を

実践する地域社会の実現に寄与するため設置するものです。 

◎貸し出し施設

 エコライフプラザ２F 研修室 １２６．８８㎡（定員１００名） 

※図書館と併設のため、楽器演奏など大きな音を出したり、他の部屋に振動が伝わるよ

うな使い方はできません。 

※区の主催事業等により、予め使用できない日・時間帯があります。 

エコライフプラザの設置目的に沿った活動をする団体が団体登録 

することができます。登録団体は、その団体が目的に沿った団体活 

動をする場合に、エコライフプラザ研修室を目的内利用料金で使用 

でき、一般の方より優先的に予約することができます。 

団体登録の要件 

 次の要件を全て満たす団体であること。

 （１）団体の活動目的がエコライフプラザの設置目的に沿ったものであること。 

（２）団体として団体目的に沿った活動を継続的に行っていること。 

 （３）構成員が５人以上で、その５割以上が区内在住または在勤・在学であること。 

   ※ 営利目的や布教活動を行う目的の団体は登録できません。 

   ※ 施設の管理運営に著しく支障をきたす活動団体は登録できません。 

登録方法

  下記の書類をそろえて、エコライフプラザ総合案内で手続を行ってください。 

（９時～２１時３０分まで。日曜・祝日・20 時閉館の場合は１９時３０分まで。） 

＜提出書類＞ 

（１）飾区かつしかエコライフプラザ団体登録申請書（様式あり） 

（２）飾区かつしかエコライフプラザ使用料減額・免除団体登録申請書（様式あり） 

（３）会則 

（４）団体名簿（区内在住・在勤・在学が５割以上であることが確認できるもの） 

★団体登録申請は、飾区公共施設予約システム利用登録申請を兼ねます。 

★団体登録申請手続後を審査の上承認されると、団体登録証が後日交付されます。 

★申請の際には身分を証明できる書類（運転免許証等）をお持ちください。 

飾区ごみ減量・３Ｒ推進キャラクター

りー（Ｒｅｅ）ちゃん 
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使用申請

＜登録団体の使用＞（目的内利用） 

○使用申請（窓口・抽選会） 

使用申請は、エコライフプラザの窓口で申請する場合、利用希望日の前々月の開館

日初日から利用日当日まで受け付けます。ただし、初日は抽選会とし、抽選会以外の

受け付けは行いません。 

使用申請をする時は、団体登録証を必ずお持ちください。団体登録証をお持ちいた

だけない場合、使用申請はできません。（抽選会も参加できません。） 

登録証を提示し『飾区かつしかエコライフプラザ使用申請書』に記入の上、提出

してください。使用料は現金払いになります。申請を承認すると、『使用承認書』をお

渡しますので使用日にお持ちください。 

＊代表者以外でも申請できますが、その際には申請に来る方が代表者の氏名・住所・

電話番号をわかるようにしてください。 

＊利用日の前々月の１６日からは、地区センター・学び交流館・シニア活動支援セ

ンター・ボランティアセンターの窓口や総合スポーツセンター・エイトホール・

水元体育館・運動公園などのタッチパネルでも申請できるようになります。 

○使用申請（インターネット） 

団体登録時に暗証番号を届けることで、利用日の前々月の１６日からインターネッ

トで予約ができます。インターネットで予約した場合の使用料は、銀行口座またはク

レジットカードからの引落しになります。銀行口座からの引落しを希望する方は事前

に口座登録が必要です。窓口へお申し出ください。（口座引落しを希望する場合は、口

座登録が完了するまでは、インターネットでの予約はできません。クレジットカード

の場合は、届出なしに利用できます。） 

○使用回数 

予約できる回数は、午前・午後・夜間をそれぞれ１コマと数え、月４コマまでです。

（ある日の午前・午後を予約した場合は、それだけで２コマ使用となります。）ただし、

利用を希望する日の前月の初日からは、施設に空きがある場合は制限なく利用できる

ようになります。（午後（１）・午後（２）は、０．５コマとします。）

＜抽選について＞ 

各月の初日（休館日の場合は翌営業日）に、翌々月ひと月分の使用申請について、

抽選会をエコライフプラザ総合案内前で行います。抽選の順に、２コマ優先的に予約

できます。４コマ予約したい場合は、抽選会に参加した団体の予約が一巡した後、改

めて２コマ分予約することになります。 

＜登録団体以外の使用＞（目的外利用） 

○使用申請（窓口） 

使用申請は、エコライフプラザの窓口で申請する場合、利用希望日の前月の開館日

初日から利用日当日まで受け付けます。 

使用申請をする時は、『飾区かつしかエコライフプラザ使用申請書』（減免の対象

であれば『飾区かつしかエコライフプラザ使用料減額・免除申請書』を添付。）を記

入の上、提出してください。使用料は現金払いになります。申請を承認すると、『使用

承認書』をお渡します。使用日にお持ちください。 

＊利用者登録をした場合、登録代表者以外でも申請できますが、その際には申請に

来る方が代表者の氏名・住所・電話番号をわかるようにしてください。 
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＊利用日の前月の１日から、地区センター・学び交流館・シニア活動支援センター・

ボランティアセンターの窓口や総合スポーツセンター・エイトホール・水元体育

館・運動公園などのタッチパネルでも申請できるようになります。 

○使用申請（インターネット） 

目的外利用の施設利用者登録もできます。その際に暗証番号を届けることで、利用

日の前月の１日からインターネットで予約ができます。インターネットで予約した場

合の使用料は、銀行口座またはクレジットカードからの引落しになります。銀行口座

からの引落しを希望する方は、事前に口座登録が必要です。窓口へお申し出ください。

（口座引落しを希望する場合は、口座登録が完了するまでは、インターネットでの予

約はできません。クレジットカードの場合は、届出なしに利用できます。） 

○使用回数 

施設に空きがある場合は制限なく利用できます。 

予約受付スケジュール表 

 ２ヶ月前

初日 

２ヶ月前

２日目 

２ヶ月前

１６日 

１ヶ月前

初日 
使用前日 使用当日

登録団体 

（窓口） 

抽選会 

のみ受付

登録団体 

（インターネット）

目的外利用 

（窓口） 

目的外利用 

（インターネット）

 ※使用申請後の取消・変更による取消・変更料は、全ての申込み方法において、使用の

７日前までが使用料の半額分、使用の６日前以降は全額分が発生することとなります。 

部屋利用申請の受付時間

＜エコライフプラザ窓口＞ 

平日・土曜 ９時～２１時３０分まで、日曜・祝日・20 時閉館 ９時～１９時３０分 

＜インターネット＞ 

８時３０分～２４時 の間で利用できます。 

※受付時間は変更になる場合があります。リサイクル清掃課では受付できません。 

研修室を貸し出しできない場合

（１）公序良俗に反する利用を行う場合 

（２）宗教活動を目的として利用する場合 

（３）実費を超える会費や参加費を徴収した利用をする場合 

（４）月謝を集める教室などを主催する場合 

（５）施設の利用によって収益が生じる活動である場合 

（６）飲食を主たる目的とする場合 

（７）他に迷惑がかかる大音量を出し、または、館内の他施設 

に振動が伝わるような利用の場合 

（８）申請内容を偽って利用する場合 
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施設等利用料

   使用単位

区分 

午 前 

（9 時～12

時） 

午後（1）

（13 時～

15 時） 

午後（２）

（1５時 30

分～17 時

30 分） 

午後(全)

(13 時～17

時 30 分) 

夜間 

（18 時～21

時 30 分） 

全 日 

（9 時～21

時 30 分） 

研修室（目的内） ６00 円 450 円 450 円 900 円 1,000 円 2,000 円

研修室（目的外） 1,800 円 1,350 円 1,350 円 2,700円 3,000 円 6,000 円

付

帯

設

備

ワ イ ヤ レ ス

マイク(1 本)
700 円 350 円 350 円 700 円 700 円 2,100 円

Ｃ Ｄ プ レ イ

ヤー（1 台）
500 円 250 円 250 円 500 円 500 円 1,500 円

ビ デ オ プ ロ

ジ ェ ク タ ー

（1 台） 

1,000 円 500 円 500 円 1,000円 1,000 円 3,000 円

ブ ル ー レ イ

レ コ ー ダ ー

（1 台） 

1,000 円 500 円 500 円 1,000円 1,000 円 3,000 円

※ワイヤレスマイクは、２本まで貸出し可能です。 

※登録団体は付帯設備の料金が５割減額されます。 

※使用者が使用単位の時間を超えて使用するときは、超過時間３０分につき、研修室及び付帯設備の

各規定使用料の２割を追加でお支払いいただくこととなります。ただし、午前と午後又は午後と夜

間を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りではありません。また、午後（１）、

午後（２）をご利用の場合の延長料金は、使用単位の午後(全)区分の 2 割が延長料金となります。 

※障害者団体が自ら利用する場合や青少年の健全育成を目的として義務教育終了前の者を対象とし

た活動などは使用料が減額や免除される場合がありますので、詳しくは窓口にお問い合わせくださ

い。 

 ＜キャンセルについて＞ 

○キャンセルの場合は、使用日の７日前までの届出に限り使用料の半額をお返しします。エコライフプ

ラザまたは窓口に、振込口座番号と印鑑を持参の上、代表者が申請してください。 

○使用日の前 6 日以内になってからのキャンセルは、全額をキャンセル料とさせていただきます。 

駐車場

一般駐車場はありません。車を利用の方は周辺のコインパーキングなどをご利用くだ

さい。（身体障害者用駐車場は、1 台分ありますが、空きがあるかどうかを事前にエコラ

イフプラザにご確認の上、障害者手帳などを総合案内に提示して利用してください。） 

注意事項

・館内・敷地内とも全面禁煙です。 

・図書館と併設であり、住宅地の中で隣家が近接しているため、騒音を出したり、大声を
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発するなど他人や近隣に迷惑を及ぼすような使用はしないでください。 

・使用の目的、使用の際に付した条件もしくは使用に関する条例、規則、その他の規定ま

たは施設の管理者の指示を守らないときは、使用を断り、または使用の承認を取り消す

ことがあります。 

・使用を終了したときは、使用した施設や備付器具を元の状態に戻し、ごみなどは必ず持

ち帰ってください。 

・壁、柱、窓、扉などに張り紙をしたり、がびょう、釘などを打たないでください。 

・使用をやめたり、承認の内容を変更するときは、承認書を添えて、速やかに手続をして

ください。 

・戸締り、コンセント、冷暖房スイッチは退室前に必ず確認してください。 

・使用中の建物、施設、備付器具、その他の施設を壊したり、紛失したときは相当額の実

費を負担していただきます。 

◇お問い合わせ

  かつしかエコライフプラザ ３６９６－８２２５ 

         〒124-0012 飾区立石１－９－１ 立石図書館併設 

飾区リサイクル清掃課  ５６５４－８２７３（直通） 

〒124-8555 飾区立石５－１３－１ 飾区役所内４階４０９ 


